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がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会に関する提案 

 

緩和ケアは、平成１９年に策定された「第１期 がん対策推進基本計画」に

おいて、「重点的に取り組むべき課題」の一つとして定められ推進が図られてき

ました。今般、閣議決定された「第２期 がん対策推進基本計画」では、緩和

ケアについては「治療の初期段階からの緩和ケアの実施」から、「がんと診断さ

れた時からの緩和ケアの推進」と改められ、引き続き「重点的に取り組むべき

課題」として位置付けられました。今後、がんと診断された時から、患者と家

族が全人的な緩和ケアを受けることができる体制を充実させていくことが求め

られております。 

緩和ケアを推進していくための重要な施策として、がん診療に携わるすべて

の医師が緩和ケアについての基本的な知識を習得し、全国で適切に緩和ケアが

提供されることを目的に「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会」が

平成２０年より開始されております。「第２期 がん対策推進基本計画」では、

緩和ケアの個別目標として、「関係機関などと協力し、３年以内にこれまでの緩

和ケアの研修体制を見直し、５年以内に、がん診療に携わる全ての医療従事者

が基本的な緩和ケアを理解し、知識と技術を習得することを目標とする。特に

拠点病院では、自施設のがん診療に携わる全ての医師が緩和ケア研修を修了す

ることを目標とする。」と定められました。 

今後、緩和ケアの研修体制を見直すにあたっては、緩和ケアが「がんと診断

された時から」と変更された意義を踏まえつつ、研修会の担い手であるがん診

療連携拠点病院における研修会開催の実情を踏まえていただきたく、本連絡協

議会は下記の提案を行うことといたしました。 

緩和ケアを推進していくことは、がん患者の療養生活の質の維持向上に直接

的に寄与していくものであります。緩和ケア研修会がより効果的かつ効率的に

実施していくことにより、緩和ケアを一層推進していくことができるよう、以

下の対策を講ずるよう提案いたします。 

 



 

１．研修内容について、「がん対策推進基本計画」において、緩和ケアが「がん

と診断された時から」と変更された意義を踏まえ、全人的な緩和ケアの理

念を伝える研修内容とすること。 

 

２．２日間の研修会は、受講者と主催者の負担となっている。研修会の講義部

分についてはeラーニングで代用することが可能であるため、eラーニング

を導入し、効率的な研修会の運営ができるようにすること。 

 

３．地域によって受講対象医師の多くが受講済みであること、指導者を十分に

確保できないこと等の実情がある。効率的な研修を行うため複数のがん診

療連携拠点病院が共同で研修会を開催できるようにするなど、地域の状況

に応じた柔軟な対応を可能とすること。 

 

４．すべての医師が緩和ケアの重要性を理解するために、初期臨床研修におい

て緩和ケア研修会への参加を推奨すること。 

 

５．緩和ケアにおけるチーム医療を進めていく観点から、医師以外のメディカ

ルスタッフも必要な緩和ケアに関する知識や技術を習得できる体制を構築

していくこと。 


